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北九州市告示第１３４号 

 北九州市産業観光施設の設置及び管理に関する条例（昭和４７年北九州市条

例第６号）第６条第３項の規定により、平成３０年４月１日から平成３５年３

月３１日までの北九州市門司麦酒煉瓦館の利用料金の額を承認したので、北九

州市産業観光施設の設置及び管理に関する条例施行規則（昭和４７年北九州市

規則第３４号）第５条の規定により、次のとおり告示する。 

  平成３０年４月９日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

金額 備考 

展示室 観覧料 ― 大人 中学校の

生徒以下

の者 (４

歳未満の

者を除く

。) 

個人 １人

１回

１００円 ５０円

団体（

３０人

以上）

８０円 ４０円

市民ギャラリ

ー 

９時～１７時 １７時～２２時 営利のための販売会

、展示会、イベント

等を主たる目的とす

る利用に係る場合の

額は、規定の額の３

０割に相当する額と

する。 

６００円 ６００円

駐車場 大型自

動車及

び中型

自動車

１台１回（

１日以内） 

１，０００円１ 大型自動車、中

型自動車及び普通

自動車の区分は、

道路交通法の一部

を改正する法律（

平成２７年法律第

４０号）による改

普通自

動車 

１台１回

（１日以

内) 

駐車を開始した

時から３０分を

超える３０分又
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はその端数を１

単位とし、１単

位ごとに１００

円。ただし、駐

車時間が２時間

３０分を超える

場合は、５単位

の利用に係る金

額とする。 

正前の道路交通法

第３条に規定する

ところによる。 

２ カード式回数券

は、５０単位の利

用ができるものと

する。 

３ 利用料金は、自

動車を出庫させる

際に納入すること

。ただし、カード

式回数券に係る利

用料金は、これを

発行する際に納入

すること。 

４ 前項ただし書に

定めるもののほか

、指定管理者が必

要があると認める

場合は、利用料金

を前納とすること

ができる。 

カード

式回数

券 

１単位の利用に

係る金額に５０

を乗じて得た額

の８割５分に相

当する額 
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北九州市告示第１３５号 

 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第８０条の２及び北九州市会

計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により、国

民健康保険料の収納事務を次のとおり委託した。 

  平成３０年４月９日 

北九州市長 北 橋 健 治 

受託者 
委託期間 

名称 住所 

株式会社電算システム 岐阜県岐阜市日置江一 

丁目５８番地 
平成３０年４月１日か 

ら平成３１年３月３１ 

日まで 

4



北九州市告示第１３６号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、北九州市立食肉センターにおける手数料及び使用料の徴収事務を次のとおり

委託した。 

  平成３０年４月９日 

北九州市長 北 橋 健 治   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

北九州食肉センター企

業組合 

北九州市小倉北区末広

二丁目３番７号 

平成３０年４月１日か

ら平成３１年３月３１

日まで 
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北九州市告示第１３７号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、北九州市立長崎街道木屋瀬宿記念館における陳列品の観覧料の徴収事務及び

物品売払代金の収納事務を次のとおり委託した。 

  平成３０年４月９日 

北九州市長 北 橋 健 治   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

北九州市立長崎街道木

屋瀬宿記念館運営協議

会 

理事長 山田靖 

北九州市八幡西区木屋

瀬三丁目１６番２６号 

平成３０年４月１日か

ら平成３１年３月３１

日まで 
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北九州市告示第１３８号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、「元気発進！北九州」プラン、第５４回北九州市統計年鑑平成２９年版、大

都市比較統計年表／平成２８年、平成２９年北九州市の人口（町別）及び平成

３０年北九州市の人口（町別）の売払代金の収納事務を次のとおり委託した。 

  平成３０年４月９日 

北九州市長 北 橋 健 治  

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

株式会社井筒屋 北九州市小倉北区船場

町１番１号 

平成３０年４月１日か

ら平成３１年３月３１

日まで 
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北九州市公告第２１２号 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年

北九州市規則第７８号）第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。 

  平成３０年４月９日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 特定役務の名称及び数量 

  北九州市新門司工場電力供給 一式 

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

  北九州市環境局循環社会推進部施設課 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

３ 落札者を決定した日 

  平成３０年２月９日 

４ 落札者の名称及び住所 

  丸紅新電力株式会社 

  東京都中央区日本橋二丁目 7 番 1 号 

５ 落札金額 

  １，８５７万８，７５０円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 一般競争入札の公告をした日 

  平成２９年１２月２０日 

８ 落札方式 

  最低価格による。 
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北九州市上下水道局告示第１３号 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２及び北九州市上

下水道局会計規程（昭和３９年北九州市水道局管理規程第１２号）第３６条の

２の規定により、北九州市上下水道局東部工事事務所における北九州市水道配

管図及び北九州市給水戸番図の複写料金の徴収事務を次のとおり委託した。 

  平成３０年４月９日 

北九州市上下水道局長 有 田 仁 志 

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

神栄管工株式会社 北九州市門司区高砂町

５番６号 

平成３０年４月１日か

ら同年５月３１日まで 

株式会社誠伸建設 北九州市門司区大字猿

喰９３７番地の３ 

平成３０年４月１日か

ら同年５月３１日まで 

大里水道工業株式会社 北九州市門司区稲積一

丁目１２番２５号 

平成３０年４月１日か

ら同年５月３１日まで 

株式会社古島工務店 北九州市小倉北区上富

野四丁目１０番１２号

６ 

平成３０年４月１日か

ら同年５月３１日まで 

山和株式会社 北九州市小倉北区足原

二丁目５番３３号 

平成３０年４月１日か

ら同年５月３１日まで 

有限会社浜崎工務店 北九州市小倉南区城野

二丁目３番２８号 

平成３０年４月１日か

ら同年５月３１日まで 
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北九州市上下水道局告示第１４号 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２及び北九州市上

下水道局会計規程（昭和３９年北九州市水道局管理規程第１２号）第３６条の

２の規定により、北九州市上下水道局西部工事事務所における北九州市水道配

管図及び北九州市給水戸番図の複写料金の徴収事務を次のとおり委託した。 

  平成３０年４月９日 

北九州市上下水道局長 有 田 仁 志 

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

有限会社九州設備工業

所 

北九州市若松区大字畠

田９４１番地の１ 

平成３０年４月１日か

ら同年５月３１日まで 

株式会社岡部組 北九州市八幡東区西本

町一丁目７番７号 

平成３０年４月１日か

ら同年５月３１日まで 

株式会社椛
かば

組 北九州市八幡東区末広

町１番３号 

平成３０年４月１日か

ら同年５月３１日まで 

株式会社木下設備 北九州市八幡西区鷹の

巣一丁目９番４号 

平成３０年４月１日か

ら同年５月３１日まで 

株式会社敷田水道設備 北九州市八幡西区上香

月一丁目１２番１０号 

平成３０年４月１日か

ら同年５月３１日まで 

有限会社大福水道 北九州市八幡西区陣原

一丁目８番６－４０７

号 

平成３０年４月１日か

ら同年５月３１日まで 

株式会社大興設備工業 北九州市戸畑区夜宮三

丁目４番２２号 

平成３０年４月１日か

ら同年５月３１日まで 
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北九州市上下水道局告示第１５号 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２及び北九州市上

下水道局会計規程（昭和３９年北九州市水道局管理規程第１２号）第３６条の

２第１項の規定により、ボトルドウォーターの売払代金の収納事務を次のとお

り委託した。 

  平成３０年４月９日 

               北九州市上下水道局長 有 田 仁 志   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

株式会社井筒屋 北九州市小倉北区船

場町１番１号 

平成３０年４月１日か

ら平成３１年３月３１

日まで 

公益財団法人北九州観光

コンベンション協会 

北九州市小倉北区浅

野三丁目８番１号 

平成３０年４月１日か

ら平成３１年３月３１

日まで 

株式会社味創 北九州市小倉南区中

曽根三丁目１０番１

５号 

平成３０年４月１日か

ら平成３１年３月３１

日まで 
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